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国
民
健
康
保
険
制
度
改
革
の
概
要

 

１
 制度改革の目的   国民健康保険制度は、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高い

、
被
保
険
者
の
所
得
水
準
が
低
く
保

険
料
負
担
が
重
い
、
財
政
運
営
が
不
安
定
に
な
る
リ
ス
ク
の
高
い
小
規
模
保
険
者
が
全
体
の

1
/4
を
占
め
て
い
る
な
ど

の
構
造
的
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
度
改
革
に
よ
り
、
国
民
皆
保
険
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
で
あ
る
国
民

健
康
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
可
能
と
す
る
。

 

 ２
 制度改革の内容  (1) 公費による財政支援の拡充    毎年約3,400億円の財政支援の拡充により、国保の抜本的な財政

基
盤
の
強
化
を
図
る
。

 

財
政
支
援
の
内
容

 
2
7
年
度

 
2
8
年
度

 
2
9
年
度

 
3
0
年
度
以
降

 

低
所
得
者
数
に
応
じ
た
財
政
支
援

 
1
,7

0
0
億
円

 
1
,7

0
0
億
円

 
1
,7

0
0
億
円

 
1
,7

0
0
億
円

 

財
政
安
定
化
基
金
の
造
成

 
2
0
0
億
円

 
4
0
0
億
円

 
1
,4

0
0
億
円

 
※

3
2
年
度
ま
で
に

 
3
0
0
億
円
積
み
増
し

 

保
険
者
努
力
支
援
制
度

 

自
治
体
の
責
め
に
よ
ら
な
い
要
因
（
精

神
疾
患
等
）
に
対
す
る
財
政
支
援

 等  
 

 
 

1
,7

0
0
億
円

 

  (2) 運営の在り方の見直し（平成30年度～） 都
道
府
県

 
市
町
村

 

財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
、
安
定
的
な
財
政
運
営
や

 

効
率
的
な
事
業
の
確
保
等
の
国
保
運
営
の
中
心
的
な
役
割

 

を
担
う
。

 

地
域
住
民
と
身
近
な
関
係
の
中
、
資
格
管
理
、
保
険
料
率

 

の
決
定
、
賦
課
・
徴
収
、
保
険
給
付
、
保
健
事
業
等
、
地

 

域
に
お
け
る
き
め
細
か
い
事
業
を
引
き
続
き
行
う
。

 

                   

  
 

【
現
行
】

被
保
険
者

市
町
村

（
特
別
会
計
）

①
保
険
税
率
の
決
定

②
保
険
税
の
賦
課

③
保
険
税
の
徴
収

国
保
連

④
医
療
給
付
費
の
支
払

医
療
機
関

【
改
革
後
】

被
保
険
者

③
保
険
税
率
の
決
定

（
標
準
保
険
料
率
を
参
考
と
し
て
）

④
保
険
税
の
賦
課

市
町
村

（
特
別
会
計
）

医
療
機
関

国
保
連

⑤
保
険
税
の
徴
収

⑧
医
療
給
付
費
の
支
払

県
（
特
別
会
計
）

①
納
付
金
の
決
定

②
標
準
保
険
料
率
の
提
示

⑦
交
付
金
の
交
付

⑥
納
付
金
の
納
付

財
政
安
定
化

基
金
の
活
用

《
参
考
：
財
政
運
営
の
仕
組
み
》

 
資
料
１

 

 

【
現
行
】
市
町
村
が
個
別
に
運
営

【
改
革
後
】
県
が
市
町
村
と
と
も
に
国
保
運
営
を
行
う
と
と
も
、

安
定
的
な
財
政
運
営
の
中
心
的
役
割
を
担
う

市
町
村

県

【
県
の
役
割
】

・
国
保
運
営
方
針
（
県
内
の
統
一
的
な
方
針
）
を
策
定

・
市
町
村
ご
と
の
納
付
金
を
決
定

・
市
町
村
ご
と
の
標
準
保
険
料
率
等
の
設
定

・
市
町
村
が
担
う
事
務
の
標
準
化
、
効
率
化
の
促
進
な
ど

【
市
町
村
の
役
割
】

・
資
格
管
理
（
被
保
険
者
証
等
の
発
行
）

・
保
険
料
率
の
決
定
、
賦
課
・
徴
収

・
保
険
給
付

・
保
健
事
業
な
ど

県
が
市
町
村
ご
と
に
決
定
し
た

納
付
金
を
市
町
村
が
納
付

こ
れ
ま
で
と

変
わ
ら
な
い

市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村

給
付
費
に
必
要
な
費
用
を
、

全
額
、
市
町
村
に
支
払
う
（
交
付
金
の
交
付
）

【
市
町
村
の
役
割
】

・
資
格
管
理
（
被
保
険
者
証
等
の
発
行
）

・
保
険
料
率
の
決
定
、
賦
課
・
徴
収

・
保
険
給
付

・
保
健
事
業
な
ど
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 ３
 納付金・標準保険料率  (1) 納付金   ・県全体の保険給付費から公費等を除いた、保険税で賄う必要が

あ
る
費
用
に
つ
い
て
、
医
療
費
水
準
、
 

所
得
水
準
等
に
基
づ
い
て
、
各
市
町
村
に
割
り
振
る
。

   ・市町村は、徴収した保険税を財源として県に納付する。  (2) 標準保険料率   ・各市町村が納付金を納めるために必要な税率を県が設定、公表す
る
。

 

・
市
町
村
は
、
標
準
保
険
料
率
を
参
考
と
し
、
保
健
事
業
等
の
個
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
保
険
税
率
を
決
定
す
る
。
 

・
標
準
保
険
料
率
を
設
定
（
公
表
）
す
る
こ
と
で
、
市
町
村
間
の
比
較
可
能
性
を
高
め
る
。

 

 ４
 制度改革後の保険料の考え方 ・
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「
市
町
村
間
の
医
療
費
水
準
の
格
差
が
大
き
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
医
療
費

水
準
に
応
じ
た
保
険
料
率
と
し
、
将
来
的
に
地
域
の
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
都
道
府
県
に
お
い
て
統
一
し
た
保
険
料

水
準
を
目
指
す
こ
と
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

 

・
本
県
に
お
い
て
は
、
医
療
費
水
準
に
約

1
.5
倍
の
格
差
が
あ
る
と
い
う
状
況
な
ど
か
ら
、
当
面
は
、
保
険
料
の
統
一

は
行
わ
ず
、
市
町
村
ご
と
に
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 

５
 激変緩和措置   国保の財政運営の仕組みが変わる（納付金方式の導入等）ことに

伴
い
、
一
部
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、

被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
が
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
負
担
が
急
激
に
増
加
す
る
こ
と
を
回
避
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。

  (1) 市町村ごとの納付金の額を決定する際の配慮 納
付
金
の
算
定
に
あ
た
っ
て
設
定
す
る
、
医
療
費
水
準
・
所
得
水
準
の
反
映
係
数
は
、
国
が
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
基
に
、
都
道
府
県
ご
と
に
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
間
の
格
差
を
少
な
く
す
る
よ
う

な
係
数
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

 

（
市
町
村
間
の
格
差
を
縮
小
す
る
場
合
は
、
医
療
費
水
準
の
低
い
市
町
村
が
、
高
い
市
町
村
の
負
担
を
カ
バ
ー
す

る
こ
と
に
な
る
。
）

  (2) 都道府県繰入金による配慮 納
付
金
の
算
定
に
あ
た
っ
て
の
係
数
は
、
県
で
同
一
の
係
数
を
用
い
る
た
め
、
個
別
の
市
町
村
に
つ
い
て
の
激
変

 

緩
和
措
置
が
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
県
繰
入
金
（
現
在
の
県
特
別
調
整
交
付
金
）
に
よ
る
激
変
緩
和
措

 

置
を
設
け
る
。

 

 

６
 国民健康保険運営方針  ・都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、

都
道
府
県
内
統
一
的
な
運
営
方
針
を

定
め
、
市
町
村
が
担
う
事
務
の
効
率
化
、
標
準
化
、
広
域
化
を
推
進
す
る
。

  ・対象期間は、平成30年度から平成32年度までとする。（３年ごと
に
見
直
し
）

 

〔
主
な
記
載
事
項
〕

 

＜
必
須
事
項
＞

 
１

 国民健康保険の医療に要する費用及び財政 の見通し 
２

 市町村における保険料の標準的な算定方法 に関する事項 
３

 市町村における保険料の徴収の適正な実施 に関する事項 
４

 市町村における保険給付の適正な実施に関 する事項 ＜
任
意
事
項
＞

 

５
 医療費の適正化に関する事項 

６
 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営  の推進に関する事項 ７ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する 施策との連携に関する事項 ８ 施策の実施のために必要な関係市町村相互間  の連絡調整 
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 ７
 平成29年度のスケジュール  

国
 

県
 

市
町
村

 

H
2

9
.4

 
 

○
連
携
会
議
（

4
/2

7
）

 
○

W
G
、
連
携
会
議
に
お
け
る

 

県
と
の
協
議

 

H
2

9
.5

 
【

5
～

6
月
】

 

○
政
令
・
省
令
公
布

 

○
条
例
参
考
例
提
示

 

【
夏
前
】

 

○
納
付
金
等
の
算
定

に
向
け
た
公
費
の

考
え
方
を
提
示

 

○
納
付
金
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
見
直
し

 

○
市
町
村
長
説
明
会
（

5
/2

2
）

 

○
運
営
協
議
会
（

5
/2

2
）

 

・
運
営
方
針
諮
問
、
素
案
審
議

 

・
納
付
金
・
標
準
保
険
料
率
試
算
結
果
提
示

 

 

H
2

9
.6

 
※
国
が
示
す
公
費
の
考
え
方
や
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
見
直
し
等
を
踏
ま
え
、
市
町
村
と
協
議

 

 

H
2

9
.7

 
 

 

H
2

9
.8

 
 

○
連
携
会
議

 
 

H
2

9
.9

 
   

○
連
携
会
議

 

○
運
営
協
議
会

 

・
運
営
方
針
中
間
案
審
議

 

・
納
付
金
、
標
準
保
険
料
率
算
定
方
法
審
議

 

（
医
療
費
水
準
・
所
得
水
準
の
反
映
状
況
、

激
変
緩
和
等
）

 

○
市
町
村
運
営
協
議
会
に
お

 

け
る
議
論

 

  

H
2

9
.1

0
 
【

1
0
月
下
旬
】

 

○
2

9
年
度
仮
係
数

を
提
示

 

○
運
営
方
針
に
係
る
市
町
村
法
定
意
見
聴
取

 

 

○
法
定
意
見
聴
取
へ
の

 

回
答

 

H
2

9
.1

1
 

   

○
連
携
会
議

 

○
運
営
協
議
会

 

・
運
営
方
針
最
終
案
審
議
、
答
申

 

・
納
付
金
・
標
準
保
険
料
率
審
議

 

（
仮
係
数
に
よ
る
算
定
結
果
）

 

    ○保険料率の算定（仮係  数
に
よ
る
算
定
結
果
に

基
づ
く
算
定
）

 

H
2

9
.1

2
 
【

1
2
月
末
】

 

○
2

9
年
度
確
定
係

数
を
提
示

 

●
運
営
方
針
決
定

 

●
国
保
法
施
行
条
例
制
定

 

 

H
3

0
.1

 
  

○
連
携
会
議

 

・
納
付
金
・
標
準
保
険
料
率
審
議

 

（
確
定
係
数
に
よ
る
算
定
結
果
）

 

●
納
付
金
・
標
準
保
険
料
率
決
定
・
通
知

 

   

○
保
険
料
率
の
算
定
（
確
定

係
数
に
よ
る
算
定
結
果

に
基
づ
く
算
定
）

 

H
3

0
.2

 
 

 
 

H
3

0
.3

 
  

 ●
特
別
会
計

3
0
年
度
予
算
決
定

 

●
保
険
料
率
決
定
（
条
例
改
正
）

 

●
3

0
年
度
予
算
決
定

 

 



岩
手
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
（
素
案
）
の
概
要

 
 １
 
基
本
的
事
項
 

 

【
策
定
の
目
的
】
 

○
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
平
成

3
0
年
度
か
ら
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の

責
任
主
体
と
な
り
、
市
町
村
と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
の
運
営
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
 

○
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
な
財
政
運
営
、
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
広
域
的
、
効

率
的
な
運
営
の
推
進
を
図
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
県
及
び
市
町
村

の
統
一
的
な
運
営
方
針
と
し
て
「
岩
手
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」
を
定
め
る
。
 

【
対
象
期
間
】
 

平
成

3
0
年
度
～
平
成

3
2
年
度
（
３
年
ご
と
に
見
直
し
）
 

２
 
国
民
健
康
保
険
の
医
療
に
要
す
る
費
用
及
び
財
政
の
見
通
し

 

●
国
民
健
康
保
険
事
業
の
安
定
的
な
財
政
運
営
の
た
め
に
必
要
な
財
政
収
支
の
基
礎
と
な

る
医
療
費
や
財
政
の
見
通
し
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

【
医
療
費
の
将
来
見
通
し
】

 

※
岩
手
県
医
療
費
適
正
化
計
画
（
平
成

3
0
年
度
～
）
の
策
定
に
合
わ
せ
て
、
現
在
試
算
中
。
 

【
赤
字
解
消
・
削
減
の
取
組
等
】

 

(1
)赤
字
等
の
定
義

 

○
赤
字
と
は
、
決
算
補
填
等
目
的
の
法
定
外
繰
入
額
と
繰
上
充
用
金
の
増
加
額
の
合
算
額
。
 

○
赤
字
市
町
村
と
は
、
平
成

2
8
年
度
決
算
に
赤
字
が
発
生
し
た
市
町
村
で
、
翌
々
年
度
に

赤
字
の
解
消
、
削
減
が
見
込
ま
れ
な
い
市
町
村
。
な
お
、
平
成

2
9
年
度
以
降
に
赤
字
が

発
生
し
た
場
合
も
同
様
。
 

(2
)赤
字
解
消
・
削
減
の
取
組

 

○
赤
字
市
町
村
は
、
赤
字
解
消
・
削
減
の
取
組
、
目
標
年
次
等
の
計
画
を
県
に
提
出
。
 

【
財
政
安
定
化
基
金
の
運
用
】

 

(1
)市
町
村
に
対
す
る
貸
付
・
交
付

 

○
各
年
度
の
保
険
税
収
納
不
足
額
分
を
貸
付
（
３
年
間
で
償
還
）
。
 

○
特
別
な
事
情
に
よ
る
場
合
は
、
収
納
不
足
額
の

1
/
2
以
内
の
額
を
県
が
交
付
。
 

○
交
付
額
は
、
国
、
県
、
当
該
市
町
村
で

1
/
3
ず
つ
補
填
す
る
こ
と
が
基
本
。
 

(2
)財
政
安
定
化
基
金
の
取
崩
し

 

○
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
財
源
が
不
足
し
た
場
合
は
、
基
金
を
取
り
崩
し
、
翌
年
度
以
降

納
付
金
に
含
め
て
徴
収
し
、
基
金
へ
繰
入
れ
。
 

(3
)特
例
基
金
の
活
用

 

○
納
付
金
の
仕
組
み
の
導
入
や
算
定
方
法
の
変
更
に
よ
る
国
保
税
上
昇
分
に
係
る
激
変
緩

和
措
置
と
し
て
、
特
例
基
金
を
活
用
。
（
平
成

3
5
年
度
ま
で
の
特
例
措
置
）
 

３
 
市
町
村
に
お
け
る
保
険
料

(
税
)
の
標
準
的
な
算
定
方
法
 
 

●
県
が
市
町
村
標
準
保
険
料

(
税

)
率
を
示
し
、
将
来
的
な
保
険
税
負
担
の
平
準
化
を
進
め

る
た
め
、
保
険
料
(
税
)
の
標
準
的
な
算
定
方
法
を
定
め
る
。
 

【
保
険
料
(
税
)
水
準
の
統
一
】

 

○
医
療
費
水
準
及
び
所
得
水
準
に
つ
い
て
市
町
村
間
の
差
異
が
大
き
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
当

面
の
間
は
保
険
料
(
税
)
水
準
の
統
一
は
行
わ
ず
、
市
町
村
ご
と
に
設
定
。
 

○
保
険
料
(
税
)
水
準
の
統
一
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
適
正
化
の
取
組
等
に
よ
る
医
療

費
水
準
の
平
準
化
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
運
営
方
針
見
直
し
の
際
に
検
討
。
 

【
納
付
金
算
定
の
考
え
方
】
 

○
算
定
方
式
は
、
３
方
式
（
所
得
割
、
均
等
割
及
び
平
等
割
）
と
し
、
標
準
割
合
は
、
所
得

割
5
0
、
均
等
割

3
5
、
平
等
割

1
5
と
し
て
算
定
。
 

○
医
療
費
指
数
反
映
係
数
（
α
）
は
、
市
町
村
間
で
医
療
費
水
準
に
差
異
が
あ
る
場
合
は
、
 

α
＝
１
（
医
療
費
指
数
を
納
付
金
に
反
映
）
と
し
て
算
定
す
る
の
が
原
則
。
 

○
所
得
係
数
（
β
）
は
、
全
国
平
均
を
１
と
し
て
比
較
し
た
岩
手
県
の
所
得
水
準
（
0
.
8
6
8
3
）

に
よ
り
算
定
す
る
の
が
原
則
。
 

※
医
療
費
指
数
反
映
係
数
（
α
）
、
所
得
係
数
（
β
）
は
、
今
後
、
市
町
村
と
の
協
議
。
 

  

【
激
変
緩
和
措
置
】
 

○
納
付
金
の
仕
組
み
の
導
入
や
算
定
方
法
の
変
更
に
よ
り
、
国
保
税
が
急
激
に
増
加
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
、
激
変
緩
和
措
置
に
よ
り
対
応
。
 

・
激
変
が
生
じ
に
く
い
医
療
費
指
数
反
映
係
数
（
α
）
や
所
得
係
数
（
β
）
の
設
定
。
 

・
県
で
定
め
た
一
定
割
合
以
上
増
加
す
る
場
合
は
、
県
繰
入
金
(
２
号
分
)
を
活
用
し
て
、
当

該
市
町
村
に
交
付
。
 

・
県
繰
入
金
(
２
号
分
)
の
活
用
に
よ
り
、
県
繰
入
金

(
１
号
分
)
が
減
少
し
た
場
合
は
、
特
例

基
金
で
補
填
。
（
平
成

3
5
年
度
ま
で
の
特
例
措
置
）
 

１
号
分
：
現
行
の
普
通
調
整
交
付
金
、
２
号
分
：
現
行
の
特
別
調
整
交
付
金
。
１
号

分
と
２
号
分
を
併
せ
て
医
療
給
付
費
等
の
９
％
が
限
度
。
 

※
激
変
緩
和
措
置
の
具
体
的
な
内
容
は
、
今
後
、
市
町
村
と
の
協
議
。
 

【
標
準
的
な
保
険
料
(
税
)
算
定
方
式
】
 

○
算
定
方
式
は
、
３
方
式
（
所
得
割
、
均
等
割
及
び
平
等
割
）
と
し
、
標
準
割
合
は
、
所
得

割
5
0
、
均
等
割

3
5
、
平
等
割

1
5
と
し
て
算
定
。
 

○
標
準
的
な
収
納
率
は
、
市
町
村
ご
と
の
直
近
３
年
分
の
平
均
収
納
率
に
よ
り
設
定
。
 

４
 
市
町
村
に
お
け
る
保
険
税
の
徴
収
の
適
正
な
実
施
 

●
安
定
的
な
財
政
運
営
の
た
め
に
、
保
険
税
の
適
正
な
徴
収
を
実
施
す
る
た
め
の
取
組
に

つ
い
て
定
め
る
。
 

【
収
納
率
目
標
】

 

○
岩
手
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
方
針
《
第
２
期
》（
平
成

2
5
年
２
月
策
定
）
に
よ

る
収
納
率
目
標
と
同
様
に
、
被
保
険
者
規
模
別
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
設
定
。
 

被
保
険
者
規
模
別
グ
ル
ー
プ

 

現
年
度
分
収
納
率
目
標

 
滞
納
繰
越
分

収
納
率
目
標

 
収
納
率

目
標

 

既
に
収
納
率
目
標
を
上

回
っ
て
い
る
市
町
村

 

Ⅰ
 
５
千
人
未
満

 
9
5
.
5
7
％
 

平
成

2
7
年
度
の
当
該
市

町
村
の
収
納
率
以
上

 

各
市
町
村
の

前
年
度
滞
納

繰
越
調
定
額

を
下
回
る
額

 

Ⅱ
 
５
千
人
以
上
１
万
人
未
満

 
9
4
.
9
8
％
 

Ⅲ
 

1
万
人
以
上

2
.
5
万
人
未
満

 
9
4
.
3
2
％
 

Ⅳ
 

2
.
5
万
人
以
上

 
9
0
.
9
7
％
 

【
収
納
率
向
上
の
取
組
】

 

○
市
町
村
の
取
組
 

・
効
率
的
な
滞
納
処
分
、
徴
収
体
制
強
化
、
口
座
振
替
の
推
進
、
納
付
機
会
の
拡
大
等
 

○
県
の
取
組
 

・
岩
手
県
地
方
税
特
別
滞
納
整
理
機
構
の
活
用
 

・
国
保
連
合
会
と
の
連
携
に
よ
る
市
町
村
職
員
研
修
や
収
納
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
等

 

５
 
市
町
村
に
お
け
る
保
険
給
付
の
適
正
な
実
施
 

●
保
険
給
付
の
実
務
が
法
令
に
基
づ
く
統
一
的
な
ル
ー
ル
に
従
っ
て
確
実
に
行
わ
れ
る
た

め
の
取
組
を
定
め
る
。
 

【
県
に
よ
る
保
険
給
付
点
検
】
 

○
専
門
性
・
広
域
性
を
発
揮
し
た
点
検
の
実
施
に
つ
い
て
、
費
用
対
効
果
を
踏
ま
え
な
が
ら

市
町
村
と
協
議
。
 

○
不
正
請
求
に
係
る
返
還
請
求
事
務
の
県
へ
の
委
託
に
つ
い
て
、
市
町
村
と
協
議
。
 

【
保
険
給
付
に
関
す
る
取
組
】
 

○
県
は
国
保
連
合
会
と
の
連
携
に
よ
り
、
市
町
村
の
取
組
を
支
援
。
 

・
療
養
費
の
支
給
適
正
化
の
好
事
例
の
横
展
開
 

・
レ
セ
プ
ト
点
検
担
当
職
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
会
の
開
催
 

・
医
療
保
険
と
介
護
保
険
情
報
の
突
合
等
の
レ
セ
プ
ト
点
検
の
強
化
 

・
第
三
者
求
償
事
務
の
受
託
（
国
保
連
合
会
）
範
囲
の
拡
大
 

【
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
】
 

○
県
内
市
町
村
間
の
住
所
異
動
に
つ
い
て
、
世
帯
の
継
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
は
、
高

額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
に
係
る
該
当
回
数
を
引
き
継
ぐ
。
 

○
世
帯
の
継
続
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
国
の
基
準
と
同
様
。
 

６
 
医
療
費
の
適
正
化
の
取
組

 

●
財
政
運
営
に
当
た
り
、
医
療
費
の
適
正
化
に
よ
る
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組

を
定
め
る
。
 

【
医
療
費
適
正
化
に
向
け
た
目
標
】

 

○
岩
手
県
医
療
費
適
正
化
計
画
（
平
成

3
0
年
度
～
）
と
の
整
合
を
図
り
な
が
ら
目
標
を
設

定
。
 

・
後
発
医
薬
品
の
数
量
シ
ェ
ア

8
0
％
 

・
特
定
健
診
実
施
率

7
0
％
、
特
定
保
健
指
導
実
施
率

4
5
％
 

・
糖
尿
病
の
重
症
化
予
防
の
取
組
推
進
 

・
医
薬
品
適
正
使
用
の
推
進
 

【
医
療
費
適
正
化
に
向
け
た
取
組
】

 

○
市
町
村
の
取
組
 

・
後
発
医
薬
品
の
普
及
・
啓
発
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
実
施
、
重
複
・

頻
回
受
診
者
へ
の
訪
問
指
導
の
推
進
、「
健
康
い
わ
て

2
1
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
生
活
習
慣

病
予
防
の
取
組
等
 

○
県
の
取
組
 

・
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
市
町
村
共
同
に
よ
る
糖
尿
病
性
腎
症

重
症
化
予
防
対
策
の
検
討
等
、
県
特
別
交
付
金
に
よ
る
財
政
支
援
 

※
医
療
費
適
正
化
に
向
け
た
目
標
・
取
組
は
、
岩
手
県
医
療
費
適
正
化
計
画
（
平
成

3
0
年

度
～
）
を
踏
ま
え
て
修
正
の
予
定
。
 

 ７
 
市
町
村
が
担
う
事
務
の
広
域
的
及
び
効
率
的
な
運
営
の
推
進

 

●
市
町
村
事
務
の
広
域
化
・
効
率
化
を
推
進
す
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

○
市
町
村
事
務
の
広
域
化
・
標
準
化
に
つ
い
て
、
平
成

3
0
年
度
以
降
、
市
町
村
担
当
者
で

構
成
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
検
討
。
 

○
具
体
的
な
取
組
例
 

・
保
険
者
事
務
の
共
同
実
施
（
高
額
療
養
費
等
）
 

・
保
健
事
業
の
共
同
実
施
（
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
等
）
 

・
市
町
村
事
務
の
共
通
化
（
国
保
税
・
一
部
負
担
金
減
免
基
準
、
資
格
証
明
書
・
短
期
証
の

交
付
基
準
、
葬
祭
費
等
）
 

 ８
 
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
 

●
国
保
保
険
者
と
し
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
構
築
に
向
け
た
取
組
に
留
意
し
、
保
健
・
介

護
・
福
祉
分
野
等
の
施
策
の
連
携
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

○
市
町
村
の
取
組
 

・
K
D
B
、
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
、
課
題
を
抱
え
る
被
保
険
者
の
把
握
と
働
き
か
け
 

・
地
域
で
被
保
険
者
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
へ
の
参
加
、
協
力
 

・
国
保
直
診
施
設
等
の
積
極
的
活
用
 

○
県
の
取
組
 

・
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
の
好
事
例
の
横
展
開
 

・
関
連
す
る
県
の
他
計
画
と
の
連
携
を
図
り
、
地
域
包
括
ケ
ア
構
築
に
向
け
た
取
組
を
推
進
 

 ９
 
施
策
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
関
係
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
 

○
国
保
運
営
方
針
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
意
見
調
整
を
行
う
た
め
、
県
・
市
町
村
・
国
保
連

合
会
で
構
成
す
る
、
岩
手
県
国
民
健
康
保
険
連
携
会
議
を
設
置
。

 

       

資
料
２
‐
１

 



3
 

   １
 
試
算
の
目
的

 

平
成

3
0
年
度
分
の
納
付
金
及
び
標
準
保
険
料
率
を
算
定
す
る
に
あ
た
り
、
医
療
費
水
準
の
反
映
係
数
、
所
得

水
準
の
反
映
係
数
、
激
変
緩
和
の
方
法
等
を
、
今
後
、
市
町
村
と
協
議
し
て
い
く
た
め
の
参
考
と
し
て
、
一
定
条

件
の
下
、
試
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

 ２
 
試
算
の
前
提
条
件

  (1) 平成30年度から予定されている公費拡充（1,700億円）は含め
て
い
な
い
。

 

(2
) 試算の基礎データ（市町村基礎データ等）は、平成27年度実績を基

準
と
し
た
。

 

(3
) 国・県の特別調整交付金は平成27年度実績を反映した。   （ただし、震災による医療費増加に対する国特別調整交付金は、平

成
2
7
年
度
と
平
成

2
8
年
度

 

  の交付額の乖離が大きいため、平成28年度実績を反映した。） (4
) 市町村ごとの収納率は、直近３か年（平成25年度～平成27年度）

の
平
均
収
納
率
を
反
映
し

 

た
。

 

 

 
      

今
回
の
試
算
は
、
市
町
村
と
協
議
を
進
め
る
た
め
の
参
考
と
し
て
、
一
定
条
件
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
も
の
で

あ
り
、
市
町
村
に
よ
っ
て
は
、
平
成

3
0
年
度
の
納
付
金
・
標
準
保
険
料
率
が
大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

2
7
年
度
実
績

 

2
7
年
度
実
績

 

2
7
年
度
実
績

 

（
震
災
に
よ
る
医
療
費
増
加
等
に
対

す
る
国
特
別
調
整
交
付
金
は

2
8

年
度
実
績
）

 

試
算
に
含
め
て
い
な
い

 

2
7
年
度
実
績

 

Ⅲ
 
試
算
結
果
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 ３
 
試
算
の
方
法

 

(1
) 
医
療
費
指
数
反
映
係
数
（
α
）

 

 
・
納
付
金
算
定
に
あ
た
り
医
療
費
水
準
を
ど
の
程
度
反
映
さ
せ
る
か
を
設
定
た
め
の
係
数
で
あ
る
。

 

  ・国のガイドラインでは、医療費水準に差異がある都道府県におい
て
は
、
α
＝
１
を
用
い
る
の
が

 

原
則
と
さ
れ
て
い
る
。

 

 
(2

) 
所
得
係
数
（
β
）

   ・県全体で必要な納付金総額を「応能分」と「応益分」に按分する
際
の
、
応
能
分
の
割
合
を
設
定

す
る
た
め
の
係
数
で
あ
る
。

   ・国のガイドラインでは、全国平均を１として比較した都道府県ご
と
の
所
得
水
準
（
岩
手
県
は

 

   β＝0.8683）を用いるのが原則とされている。 (3
) 
今
回
の
試
算
方
法

    医療費指数反映係数（α）・所得係数（β）の違いによる影響を
把
握
す
る
た
め
、
次
の
３
つ
の

 

ケ
ー
ス
で
試
算
し
た
。

 

  

    ４
 
試
算
の
結
果

 

 
(1

) 
ケ
ー
ス
ご
と
の
１
人
当
た
り
標
準
保
険
料
率
の
比
較

 

 
最
大
の
市
町
村

 
最
小
の
市
町
村

 
差

 

ケ
ー
ス
１
（
α
＝
１
・
β
＝
岩
手
県
）

 
1

4
5

,8
5
8
円

 
9

7
,4

3
9
円

 
4

8
,4

1
9
円

 

ケ
ー
ス
２
（
α
＝

0
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